
 

 

 

 

2024年８月８日 
各 位 

会 社 名 藤 田 観 光 株 式 会 社 
代表者名 代表取締役兼社長執行役員 山下信典 

         （コード番号：9722、東証プライム） 
問合せ先 企画本部経理財務部長 藤石圭助 

               （TEL．03－5981－7723） 
 

 

Ａ種優先株式の取得及び消却に関するお知らせ 

 

 
当社は、本日開催の取締役会において、当社定款第12条の６の規定に基づき当社発行のＡ種優先株式を一部取得する

こと、及び会社法第178条に基づき当該株式の消却を行うことを決議しましたので下記のとおりお知らせいたします。 
 

 
記 

 
１． 取得及び消却を行う理由 
 当社は2021年９月28日に、自己資本を早期に改善し財務基盤を安定化させるため、総額150億円のＡ種優先株式を
発行いたしました。以後、当社グループで進めてきた構造改革によるコスト削減の取り組みや収益力強化に加え、イン
バウンド需要回復の効果などもあり、業績と自己資本が着実に回復したことを受け2023年12月22日付でＡ種優先株式
の一部（50株）を取得及び消却いたしました。 
当社では、その後も付加価値・生産性向上の取り組みを継続し、収益力が更に高まっております。これを踏まえ、Ａ

種優先株式の優先配当等の支払負担を低減させる目的で、一部償還（取得及び消却）を実施することを決議したもので
あります。 

 
 

２． 取得の内容 

① 取得する株式の種類 Ａ種優先株式 

② 取得する株式の総数 40株（※） 

③ 株式の取得対価の内容 金銭 

④ １株当たりの取得価額 102,641,420円58銭 

⑤ 株式の取得価額の総額 4,105,656,823円 

⑥ 取得先 ＤＢＪ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合 

⑦ 取得予定日 2024年８月23日 

（※）発行済株式数は100株であり、取得後の未取得株式数は60株となります。 
 
 
３． 消却の内容 

① 消却する株式の種類 Ａ種優先株式 

② 消却する株式の総数 40株 

③ 消却予定日 2024年８月23日 

なお、本件消却については上記２．により本優先株式を当社が取得することを条件とします。 
 
 

 

以  上 


